
会計年度任用職員募集要項 
 

任 用 根 拠 会計年度任用職員（地方公務員法第 22条の２第 1項） 

任 用 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

職   種 茶華道指導員（茶道） 

採用予定人数 １名 

従事すべき 

業務の内容 

勤務校において、児童生徒に対して茶道の指導を行う。 

 

 

 

応 募 資 格 

次に掲げる要件をすべて満たす者であって、地方公務員法第 16 条各号のいずれ

にも該当しないもの。 

・勤務可能な地域に居住していること。 

・心身が健康であること。 

・学校教育に理解と熱意があること。 

・職業に従事している場合にあっては、茶華道指導者の業務に支障がないこ

と。 

勤務日及び 

勤 務 時 間 
月４時間以内の範囲で、相談の上、校長が勤務日及び勤務時間を割り振る。 

休   暇 
愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３号）第１条第１項に規定す

る県の休日 

報 酬 等 

・報  酬：月額 11,500円  

・通勤費用弁償：一般職員の通勤手当に準じ、通勤に係る費用を弁償する。 

・期末手当：なし 

退 職 に 関 

す る 事 項 

・心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認めるとき。 

・職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

・茶華道指導員としてふさわしくない行為があったとき。 

退 職 手 当 退職手当の支給はありません。 

 

 

 

服   務 

任期中、以下の義務を負います。 

・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（地方公務員法第 32条） 

・信用失墜行為の禁止（同法第 33条） 

・秘密を守る義務（同法第 34条） 

・職務に専念する義務（同法第 35条） 

・政治的行為の制限（同法第 36条） 

・争議行為等の禁止（同法第 37条） 

そ の 他 ・公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法（昭和 22

年年法律第 50号）の規定により補償する。 

〇 応募手続及び問合せ先 

 愛媛県立北宇和高等学校 事務長 森田 

  「会計年度任用職員の採用について」とお伝えください。 

  電話番号：0895-45-1241 ファックス：0895-45-2150 

  対応時間 ８：30～16：30 


